
業　務　委　託　設　計　書

業務番号  主  管 設計

令和７年度 水道局技術部牛田浄水場維持係 令和　７年１１月

業務名 委託期間

　契約締結の日から令和８年３月３１日まで

履行場所

予算科目 業　務　委　託　金　額 (内訳)

(項)　

(目)　

(節)　 　　　　金１０，７６１，４５０円金 円

委託施工理由

 本業務は、黄金山配水池ほか３か所の環境の保全を図るため、雑木等の伐採・処分を行うものである。

業務内容

１　雑木伐採その他業務　黄金山配水池 一式

２　雑木伐採その他業務　牛田高地区調整池 一式

３　雑木伐採その他業務　矢野南第一調整池 一式

４　雑木伐採その他業務　瀬戸ハイム第一調整池 一式

黄金山配水池ほか雑木伐採その他業務

広島市南区黄金山町ほか３か所

技術管理課

設計 検算 照合 係長 課長 係 係長 課長
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（上段：前　回　　下段：今　回）

　費目・業務区分・工種・種別 数  量 単  位 単  価 金  額 摘    要

本委託費

雑木伐採その他業務

雑木伐採等

黄金山配水池

1 式  第 0001 号 明細書

牛田高地区調整池

1 式  第 0002 号 明細書

矢野南第一調整池

1 式  第 0003 号 明細書

瀬戸ハイム第一調整池

1 式  第 0004 号 明細書

委託価格

消費税及び地方消費税相当額

1 式

本委託費計

内 訳 書
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明細書 黄金山配水池 式

明細書 牛田高地区調整池 式

（上段：前　回　下段：今　回） 
名　　　　　　　称 数　　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　　要

第 0001 号 1

竹伐採等 場内運搬積込含む

1 式

枝払い等 場内運搬積込含む

1 式

処分費　運搬費共

1 式

交通整理費

1 式

直接経費 高所作業車

1 式

諸経費

1 式

合　　計

（上段：前　回　下段：今　回） 
名　　　　　　　称 数　　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　　要

第 0002 号 1

雑木伐採等 場内運搬積込含む

1 式

枝払い等 場内運搬積込含む

1 式

処分費　運搬費共

1 式

直接経費 高所作業車

1 式

諸経費

1 式

合　　計
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明細書 矢野南第一調整池 式

明細書 瀬戸ハイム第一調整池 式

（上段：前　回　下段：今　回） 
名　　　　　　　称 数　　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　　要

第 0003 号 1

雑木撤去 場内運搬積込含む

1 式

処分費　運搬費共

1 式

交通整理費

1 式

直接経費 高所作業車

1 式

諸経費

1 式

合　　計

（上段：前　回　下段：今　回） 
名　　　　　　　称 数　　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　　要

第 0004 号 1

雑木撤去 場内運搬積込含む

1 式

処分費　運搬費共

1 式

直接経費 高所作業車

1 式

諸経費

1 式

合　　計
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仕 様 書 

 

１ 業務名 

黄金山配水池ほか雑木伐採その他業務 

 

２ 履行場所 

広島市南区黄金山町ほか３か所 

個別の履行場所は３ページ目に記載 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 委託目的 

本業務は、黄金山配水池ほか３か所の環境の保全を図るため、雑木等の伐採・処分を行

うものである。 

 

５ 法令等の遵守 

受注者は、業務にあたり労働関係諸法その他関係法規を遵守すること。 

 

６ 業務内容及び実施 

受注者は、設計書、仕様書及び図面に基づき業務を実施するものとする。 

 

７ 業務実施日及び時間 

業務は広島市水道局（以下「局」という。）の平日就業時間内（午前８時３０分～午後

５時１５分※ただし午後０時～午後１時は除く。）に実施すること。業務時間は局係員と

協議するものとし、時間的制約を受けない昼間施工を見込んでいる。なお、平日とは、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第 1 条第 1 項に規定する休日

以外の日をいう。ただし、局が必要と認めた場合は、この限りではない。 

 

８ 業務に関する注意事項 

受注者は、契約締結の後、速やかに次の書類を設計担当所属に提出するものとする。 

⑴ 現場責任者届 

⑵ 委託業務実施計画書 

次の項目について記載すること。 

ア 業務概要 

イ 工程表 

ウ 現場組織表 

エ 緊急時の体制 

オ 安全管理 

カ その他局係員が求める項目 
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９ 履行 

⑴ 受注者は、委託業務実施計画書に基づき、適正な履行管理を行うこと。また、契約後、

速やかに現地調査を行い、気象状況等による倒木により２次災害の危険がある等、緊急

性が高いと判断される場所から履行すること。 

⑵ 受注者は、業務に必要な人員、器具等を確保し、業務の円滑な履行に努めるものとす

る。 

 

10 緊急の業務 

⑴ 本業務の履行場所は、上水道施設内であるため、施設等に損傷を与えないように十分

注意するとともに、諸施設に損傷を与えた場合、速やかに局係員に報告するとともに、

受注者の責任において補修等適切な処置を講ずるものとする。また、業務か所以外及び

稼働中の諸施設には立入らないこと。 

⑵ 受注者は、本業務中に事故が発生した場合、直ちに局係員に報告するとともに、適切

な処置を講ずるものとする。 

 

11 安全対策その他 

⑴ 受注者は、業務にあたり高所、法面、その他危険が予想される場所では、安全対策を

十分に行い、事故防止に努めるものとする。なお、本業務では、下記の場所において、

高所作業車の使用を見込んでいる。 

高所作業車使用場所 

黄金山配水池、牛田高地区調整池、矢野南第一調整池、瀬戸ハイム第一調整池 

⑵ 送電線付近でクレーン車等を用いて業務を行う場合は、業務の安全対策について事

前協議を行うこと。 

協議先：中国電力ネットワーク株式会社 広島ネットワークセンター 

（ＴＥＬ：０１２０－７４８－５１０） 

（ＴＥＬ：０１２０－５２５－０８９） 

⑶ 交通誘導員は、黄金山配水池、矢野南第一調整池の業務時間中に配置するものと見込

んでいる。また、事前に管轄する警察署へ道路使用許可申請を行うこと。 

 

12 衛生管理 

受注者は、水道施設内又はその付近での業務にあたって、水道法等関係法令を遵守し、

衛生管理に十分注意するものとする。 

 

13 業務報告書等の提出 

⑴ 受注者は、速やかに日報を局係員に提出し、業務の履行状況を明らかにするものとす

る。 

⑵ 受注者は、業務完了後、業務実施報告書を局係員に提出するとともに、出来高数量を

確認するための業務記録写真を添付すること。 
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14 伐採業務その他 

⑴ 業務の都合上、休日あるいは早朝・夜間に業務を行う必要がある場合は、事前に理由

を付した書面によって局係員に提出すること。 

⑵ 受注者は、履行場所周辺に住宅が近接している場合、局係員と協議の上、事前に地元

住民に書面にて周知を図ること。 

⑶ 雑木等の処分については、現地から搬出後、建設発生木材再資源化施設に搬入し、証

明となる書類の写しを局係員に提出すること。 

⑷ 幹周は，根鉢の上端より１．２ｍ上りの位置を測定しており、この部分に枝が分岐し

ているときは、その上部を測定する。幹が２本以上の樹木の場合においては、おのおの

の周長の総和の７０％をもって幹周とする。 

⑸ 局敷地内の駐車場所について、段差や狭小路など設計図では明記が困難な箇所もあ

るため、そのような制約がある場合は、予定する駐車場所を設計図に図示している。 

 

履行場所一覧 

⑴ 黄金山配水池   広島市南区黄金山町 18番 

⑵ 牛田高地区調整池  広島市東区牛田早稲田四丁目 175番地 147 

⑶ 矢野南第一調整池  広島市安芸区矢野南四丁目 32番 

⑷ 瀬戸ハイム第一調整池  安芸郡府中町山田五丁目 5番 1号 
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○広島市の休日を定める条例の抜粋 

 

(市の休日) 

第 1 条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わない

ものとする。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

⑶ 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

⑷ 8 月 6 日(平和記念日) 

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものでは

ない。 

(平 4 条例 58・一部改正) 

(期限の特例) 

第 2 条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期

間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の

休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、

この限りでない。 



管　理　番　号

業務番号

縮尺 摘 要

写　図 設  計 係　長 課･所･場長

業務名

図面枚数

設　計

配管台帳図面番号

図面寸法

令和７年度

1/6,000

広島市水道局　技術部　牛田浄水場

A3

黄金山配水池ほか雑木伐採その他業務

5枚の内1葉

位置図

Ｎ

146-132,145-148,155-122,152-140

黄金山配水池

黄金山配水池

牛田高地区調整池

牛田高地区調整池

Ｎ Ｎ

Ｎ

矢野南第一調整池

瀬戸ハイム第一調整池

：履行場所

瀬戸ハイム第一調整池

矢野南第一調整池



Ｎ

管　理　番　号

業務番号

縮尺 摘 要

写　図 設  計 係　長 課･所･場長

業務名

図面枚数

設　計

配管台帳図面番号

図面寸法

令和７年度

1/1,200

広島市水道局　技術部　牛田浄水場

A3

黄金山配水池ほか雑木伐採その他業務

5枚の内2葉

黄金山配水池平面図

工種 規格等 数量 単位 処分方法
竹伐採  C=60㎝未満 4400 m2

場外処分
枝払い  C=30㎝未満 160 m2

駐車場所  図中　　　場所を予定
高所作業車 必要
交通誘導員 必要

その他

 施工範囲（竹伐採）へは、車両進入不可、徒歩のみ可
 民家に隣接しているため、安全対策を行うこと
 竹伐採は、C=30cm未満の雑木も伐採すること
 伐採した竹は、人力で搬出すること
 道路上へはみ出している樹木の枝払いを実施すること
 電線に注意すること

進入口

黄金山高地区
ポンプ所

黄金山配水池

１号配水池上屋２号配水池上屋

２号配水池 １号配水池

進入口

 施工範囲（枝払い）

 施工範囲（竹伐採）

 駐車場所



管　理　番　号

業務番号

縮尺 摘 要

写　図 設  計 係　長 課･所･場長

業務名

図面枚数

設　計

配管台帳図面番号

図面寸法

令和７年度

1/1,000

広島市水道局　技術部　牛田浄水場

A3

黄金山配水池ほか雑木伐採その他業務

5枚の内3葉

牛田高地区調整池平面図

工種 規格等 数量 単位 処分方法
雑木伐採  C=30㎝未満 320 m2

場外処分
雑木伐採  C=30㎝以上60cm未満 2 本
雑木伐採  C=60㎝以上120cm未満 2 本
枝払い  C=30㎝以上60cm未満 140 m2

駐車場所  図中　　　場所を予定
高所作業車 必要
交通誘導員 不要

その他
 ガードレールからの離隔距離が2ｍ以上になるように枝払いを実施すること
 電線に注意すること

 施工範囲（枝払い）  駐車場所

Ｎ

 施工範囲（雑木伐採）



管　理　番　号

業務番号

縮尺 摘 要

写　図 設  計 係　長 課･所･場長

業務名

図面枚数

設　計

配管台帳図面番号

図面寸法

令和７年度

1/1,000

広島市水道局　技術部　牛田浄水場

A3

黄金山配水池ほか雑木伐採その他業務

5枚の内4葉

矢野南第一調整池平面図

工種 規格等 数量 単位 処分方法
雑木撤去  C=60cm以上120cm未満 1 本 場外処分
駐車場所  敷地内無し

高所作業車 必要
交通誘導員 必要
その他

Ｎ

 施工範囲

矢野南第一

調整池



管　理　番　号

業務番号

縮尺 摘 要

写　図 設  計 係　長 課･所･場長

業務名

図面枚数

設　計

配管台帳図面番号

図面寸法

令和７年度

1/150

広島市水道局　技術部　牛田浄水場

A3

黄金山配水池ほか雑木伐採その他業務

5枚の内5葉

瀬戸ハイム第一調整池平面図

工種 規格等 数量 単位 処分方法
雑木撤去  C=60cm以上120cm未満 1 本 場外処分
駐車場所  図中　　　場所を予定

高所作業車 必要
交通誘導員 不要
その他

Ｎ

瀬戸ハイム第一調整池

瀬戸ハイム

第二ポンプ所

 施工範囲  駐車場所

進入口



令和　 年　 月　 日

住所

氏名

業 務 名

履行場所

委託期間
（履行期間）

から まで

実施期間 から まで

特記事項

（広島市水道局記入欄）

　　黄金山配水池ほか雑木伐採その他業務

　　広島市南区黄金山町ほか３か所

令和    年    月    日

令和    年    月    日

注：この報告書は、業務委託の検査要領に定める業務委託について適用する。

 ※広島市水道局使用欄

令和    年    月    日

令和    年    月    日

業 務 実 施 報 告 書

 令和　　　 年　　　 月 分

 (      　　　　   課・所・場分)

検査日

係 係長 課長

検査員

決裁日　　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

印

提出者本人確認等済（提出者： 水道局確認者： ）

財務課 R3.10 A4 上質R ｺﾋﾟｰ  5年保存


